
［令和7年2月25日 第19回定例会資料］

議案第５６号

１ 議案名

徳島県教育職員免許状再授与審査会規則の制定について

２ 提案理由

特定免許状失効者等に対する免許状の再授与について意見を聴くため

徳島県教育職員免許状再授与審査会を設置することに伴い、その組織及び

運営に関し必要な事項を定める必要がある。

教 職 員 課



徳島県教育職員免許状再授与審査会規則について

教職員課

１ 規則制定の背景

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律（令和３年法律第５７号）

の施行により、児童生徒性暴力等を行ったことにより免許状失効又は取上げになった特

定免許状失効者等に、都道府県教育委員会が再び免許状を授与するに当たっては、都道

府県教育委員会の設置する都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を聴くこととな

り、当該再授与審査会の組織及び運営に関し必要な事項については、文部科学省令で定

めることとされた。

２ 規則制定の理由

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則（令和４年文部科

学省令第５号）の施行に伴い、徳島県教育職員免許状再授与審査会の組織及び運営に関

し必要な事項を定めるため、本規則を制定する。

３ 内容

（１）審査会は委員５人以内で組織すること

（２）委員の守秘義務等に関すること

（３）審査会の会議の招集、委員以外の者の意見聴取等に関すること

（４）審査会の庶務を教職員課において処理すること

４ 施行期日

令和７年４月１日

<参考> 国施行規則（文部科学省令）と県教育委員会規則が定める内容

再授与審査会の組織について 再授与審査会の運営について

委 員 国施行規則 県教育委員会規則 審 査 会 国施行規則 県教育委員会規則

人 数 - ５人以内 代 表 者 会長（委員の互選） -

下記の専門的な知識経験を有する者 招 集 者 - 会長

①医療  ②心理  ③福祉  ④法律 会議の公開 - 非公開

⑤教育委員会が適当と認める者 定 足 数 過半数 -

任命権者 県教育委員会 -

任 期 2年（再任可） -

守秘義務 - あり

利害関係者 - 出席不可、議決権なし

参 考 人 - 出席、意見聴取可

構 成
学識経験を
有する者

議決方 法
出席委員の過半数
但し再授与可とする場合は
原則、出席委員の全員一致
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表

題

名

課
（
室
）
名

徳
島
県
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
規
則

教

職

員

課

担
当
者
名

玉

理

照

恵

電
話
番
号

三

一

二

二

提
案
（
制
定
）
理
由

特
定
免
許
状
失
効
者
等
に
対
す
る
免
許
状
の
再
授
与
に
つ
い
て
意
見
を
聴
く
た
め
徳
島
県
教
育
職
員
免

許
状
再
授
与
審
査
会
を
設
置
す
る
こ
と
に
伴
い
、
そ
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
必

要
が
あ
る
。

あ
ら
ま
し

一

徳
島
県
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
は
、
委
員
五
人
以
内
で

組
織
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

委
員
の
守
秘
義
務
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

審
査
会
の
会
議
の
招
集
、
委
員
以
外
の
者
の
意
見
聴
取
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

四

審
査
会
の
庶
務
は
、
教
職
員
課
に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と
と
し
た
。

五

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

関
係
法
規

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
四
年
文
部
科
学

省
令
第
五
号
）

予
算
上
の
措
置

法
令
審
査
会

要

・

否

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

実
施

・

省
略

・

対
象
外
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徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

徳
島
県
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月

日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

中

川

斉

史

徳
島
県
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
令
和
四
年
文
部
科
学
省
令
第
五
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
徳
島

県
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
組
織
）

第
二
条

審
査
会
は
、
委
員
五
人
以
内
で
組
織
す
る
。

（
委
員
）

第
三
条

省
令
第
三
条
第
一
項
の
児
童
生
徒
性
暴
力
等
に
関
す
る
学
識
経
験
を
有
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ

る
者
と
す
る
。

一

医
療
、
心
理
、
福
祉
又
は
法
律
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

二

そ
の
他
徳
島
県
教
育
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
者

２

委
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様
と
す

る
。

（
会
議
）

第
四
条

審
査
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。

２

会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者
に
対
し
て
会
議
へ
の
出
席
を
求
め
、
そ

の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

３

審
査
会
の
会
議
は
、
公
開
し
な
い
。

４

委
員
は
、
自
己
が
直
接
の
人
間
関
係
又
は
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
議

事
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
庶
務
）

第
五
条

審
査
会
の
庶
務
は
、
教
職
員
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
雑
則
）

第
六
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審
査
会

に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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